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「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」（抜粋）
・利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の遵守などの書面での説明等を徹底すること。また、これら
に関する説明等を受けた者に対して利用を許可すること。

・不特定多数の人が利用する駐車施設においては、専任の取扱者が操作をすること。
・「無人確認」等の注意事項は、常に利用者が見やすい位置に表示すること。
・装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種、使用頻
度等に応じて、１～３ヶ月以内に１度を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置を講じる
こと。

・装置の安全性を阻害する改造等は決して行わないこと。
・事故等に備えて対処方法を定めておくこと。また、事故等があった場合には、警察、消防のほか、製造者、
メンテナンス業者、設置の届出を行った都道府県知事等にすみやかに連絡し、記録を残すこと。

・上記事項を確実に実施するため、管理責任者を選任するとともに、装置の視認しやすい場所に、管理責任
者を明示すること。また、具体的な実施方法等について文書に定め、利用者等が閲覧できるようにすること。

・上記事項に係る業務をメンテナンス業者へ委託する場合には、当該業務の実施主体（責任者）、具体的な
実施方法等について契約等において別途定め、明らかにすること。

概要

　ここでは管理者が早期に取り組むべき安全対策をまとめています。

※管理者とは、一義的には機械式駐車装置の所有者を指し、一般的には管理組合が該当します。なお、管理者の業務の一部は管
理会社やメンテナンス業者（＝保守点検事業者）に委託されることが一般的です。
※この手引きでは、便宜上、ガイドラインと異なる順番で解説を加えています。

　管理者の取組

「機械式駐車場の安全対策に関するガイドライン」の手引き

Ⅳ
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　機械式駐車装置は、操作説明を受けた者が、決められた手順で操作しないと、事故を引き起
こす危険性があります。
　このため、ガイドラインでは、管理者が利用者に対して、パンフレットや取扱説明書等の書
面を交付するとともに、その内容について説明することを求めています。
　また、こうした説明を受けた者に対してのみ、利用を許可することを求めています。
　管理者は、利用者に説明等を行った場合は、当該利用者の署名等を記録として残しておくこ
ととともに、利用者が不適切な使用を行っているときは適切に指導を行うことが望まれます。

解説

利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の
遵守などの書面での説明等を徹底すること。ま
た、これらに関する説明等を受けた者に対して
利用を許可すること。

ガイドラインⅣ. 管理者の取組

Ⅳ-1

管理者から利用者への説明はパンフレットや取
扱説明書等の書面を交付し、実際の装置を使っ
て行うことが望まれます。

消費者庁、国土交通省、公益社団法人立体駐車場工業
会では利用者向けの注意喚起チラシを作成していま
す。国土交通省のホームページからダウンロードでき
ますのでご活用ください。

【関連項目】
製造者の取組　Ⅱ-２　設置者又は管理者において、操作を行う者の限定を行うことができる機能を有すること。

（16 頁参照）
　　　　　　　Ⅱ - ６　装置の製造段階でやむを得ず残留する危険性及び適正な使用方法について、当該装置を

使用する者に対して十分な説明、注意喚起を行うこと。（22 頁参照）

二段方式・多段方式の注意点 エレベータ方式の注意点

・死角に人がいるかもしれま
せん。隅々まで確認してくだ
さい。

操作盤の位置からでは、車の陰
になって見えない場所もあります

・センサー等に頼らずに、自分
の目で装置内に人がいないこと
を確認してください。

人感センサーは、装置内に人が残
っていても感知しない場合がありま
す また 車内の人は感知できませになって見えない場所もあります。

人が隠れていないか必ず確認して
ください。

・装置内へ人が立ち入らない
ようにしてください。

す。また、車内の人は感知できませ
ん。そのため、安全装置が働かない
こともあります。

・装置内への閉じ込め等、不測
の事態が発生した場合には、

装置の前面にチェーンがある場
合は、必ず掛けてください。

・操作盤の昇降ボタンを器具
等で固定して使用しないでく
ださい

の事態が発生した場合には、
① 迷わず、非常停止ボタンを

押してください。
② 至急、操作盤に記載されて

いる緊急連絡先へ連絡してく
ださい。

ださい。
昇降ボタンを器具等で固定する

と、安全機能が働かないため、直
ちに停止させることができず危険
です。

機械によっては、僅かな時間で危
険な状態になることがあります。あ
らかじめ、操作盤及び装置内のどこ
に非常停止ボタンがあるかを確認し
てください。
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　商業施設等の不特定多数の人が利用する駐車施設では、利用者に対して十分な取扱説明を行
うことが不可能です。
　このため、ガイドラインでは、こうした施設の場合は、利用者の誘導や装置の操作等を行う
専任の取扱者を置くことを求めています。

　専任の取扱者は、特に下記のような事項に注意することが求められます。

１．操作前の無人確認を必ず行うこと。

　専任の取扱者の場合であっても、人が装置内に留まっていることの確認を怠り、操作してし
まったことにより、死亡事故が発生しています。
　このため、操作者は、装置内に人がいないことを十分に確認して操作してください。

２．同乗者の下車、荷物の積み下ろしは駐車施設外で行い、駐車施設内に入るのは、運転者だ
けにすること。
　人の閉じ込め事故防止のため、運転者のみが装置内に入るように指導してください。
　
３．規定外の車は、絶対に入庫させないこと。
　入庫させようとしている車の寸法・重量が制限内か、必ず確認してください。
　（制限寸法は出入口付近の操作盤近くに掲示してあります）。

解説

参考：専任の取扱者が特に注意すべき事項

不特定多数の人が利用する駐車施設において
は、専任の取扱者が操作をすること。

ガイドラインⅣ. 管理者の取組

Ⅳ-2
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　この項目では、管理者に対し、「無人確認」等の注意事項を記載したシール等を、操作盤の
付近の見やすい位置に表示することを求めています。

解説

「無人確認」等の注意事項は、常に利用者が見
やすい位置に表示すること。

ガイドラインⅣ. 管理者の取組

Ⅳ-3

「無人確認」等のシール等を表示した例

注意事項
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　装置の維持保全が不十分であったため、安全装置が働かずに死亡事故につながった事例があ
ります。
　このため、ガイドラインでは、管理者に対して、装置が正常で安全な状態を維持できるよう、
機種や使用頻度等に応じて、１～３ヶ月以内に１度を目安として、専門技術者による点検を受
け、必要な措置を講じることを求めています。
　機械式駐車装置を構成する部品の耐用年数はそれぞれ異なるため、適切な時期に交換する必
要があります。また、製造者からは部品の交換時期や費用についての保全計画が示されること
が一般的です。管理者は、保全計画に従って、修繕を行う必要があります。

解説

事故例：人感センサーの故障により人の存在を検知できず、装置に挟まれ死亡（再掲）

装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常
で安全な状態を維持できるよう、機種、使用頻度等に応じ
て、１～３ヶ月以内に１度を目安として、専門技術者によ
る点検を受け、必要な措置を講じること。

ガイドラインⅣ. 管理者の取組

Ⅳ-4

　利用者が装置内に留まっているこ
とに気づかずに、専任の取扱者が装
置を稼動させたため、利用者が搬器
に巻き込まれ死亡した。
　装置には人感センサーが設置さ
れていたが、故障したまま放置さ
れていたため被災者を検知できな
かった。
　また、操作盤に安全確認ボタンは
設置されていなかった。
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　装置を無断で改造すると、安全装置が有効に機能せず、事故につながる恐れがあり大変危険
です。また、駐車場法等の関連法規に抵触する可能性もあります。
　このため、ガイドラインでは、管理者に対し、装置の安全性を阻害するような改造等を行わ
ないことを求めています。

解説

参考：危険な改造の例

装置の安全性を阻害する改造等は決して行わな
いこと。

ガイドラインⅣ. 管理者の取組

Ⅳ-5

これは管理者が無断で改造し、搬器上に倉庫
を設置してしまった例です。装置内における
人の閉じ込め事故の原因になり、大変危険で
す。

搬器上に倉庫を設置した例

事故例：搬器が着床していないため、地下に転落し、負傷（再掲）

　利用者が出庫のため前面ゲートを開いて
装置内に入ったところ、搬器が着床してお
らず、地下に転落し重傷を負った。
　これは、設計には無い緩衝材を取り付け
ていたため、搬器が着床しなかったことに
加え、搬器が着床していなくても前面扉が
開いてしまう（インターロックが無い）装
置であったことが原因である。
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　この項目では、万が一事故が発生した場合に備えて、あらかじめ対処方法を定めておくこと
を求めています。
　特にマンション等の場合は、一般の利用者が事故の第一発見者になることが想定されるため、
警察、消防のほか、製造者、メンテナンス業者、管理会社、管理責任者、設置の届出を行った
都道府県知事等の関係主体に速やかに連絡が行われる体制を構築することが求められます。ま
た、後日の問合せ等に対応するため、記録を残すことも求めています。　
　また、操作盤付近には、メンテナンス業者や管理会社の連絡先を掲示することが望まれます。

解説

参考：事故が発生した場合の対処方法のイメージ

事故等に備えて対処方法を定めておくこと。また、事
故等があった場合には、警察、消防のほか、製造者、
メンテナンス業者、設置の届出を行った都道府県知事
等にすみやかに連絡し、記録を残すこと。

ガイドラインⅣ. 管理者の取組

Ⅳ-6

緊急停止ボタンを押す

被災者を救護する

警察に連絡する
（110 番）

救急車を呼ぶ
（119 番）

メンテナンス業者を
呼ぶ

管理会社に連絡する

管理責任者に連絡する

設置の届出を行った
都道府県知事等に

連絡する

第一発見者
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　この項目では、ガイドライン「Ⅳ．管理者の取組」の各事項を確実に実施するため、装置の
管理責任者を定め、操作盤付近の視認しやすい場所に明示することを求めています。

参考：管理責任者の表示例

解説

上記事項を確実に実施するため、管理責任者を選任す
るとともに、装置の視認しやすい場所に、管理責任者
を明示すること。

ガイドラインⅣ. 管理者の取組

Ⅳ-7

管理責任者の表示例

管理責任者
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上記はあくまでも一例であるため、実際には管理会社やメンテナンス業者との契約書を確認してください。

　この項目では、管理者が早急に取り組むべき安全対策の具体的な実施方法等について、文書
に定め、利用者等が閲覧できるようにすることを求めています。
　また、管理者の業務の一部は管理会社やメンテナンス業者（＝保守点検事業者）に委託され
ていることが一般的です。こうした委託を行う場合には、それぞれの委託業務の責任者を明確
にするとともに、具体的な実施方法について契約等に定め、利用者等が閲覧できるようにする
ことを求めています。

解説

（上記事項の）具体的な実施方法等について文書に定め、
利用者等が閲覧できるようにすること。
上記事項に係る業務をメンテナンス業者へ委託する場合に
は、当該業務の実施主体（責任者）、具体的な実施方法等
について契約等において別途定め、明らかにすること。

ガイドラインⅣ. 管理者の取組

Ⅳ-8

参考：具体的な実施方法の例（マンションの場合）

管理者が早急に取り組むべき安全対策 具体的な実施方法等

利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の遵守などの書面での
説明等を徹底すること。また、これらに関する説明等を受けた者に
対して利用を許可すること。（Ｐ．40）

管理会社に委託し、パンフレットや取扱説明
書等を交付し、実際の装置を使って説明を行っ
た上で、暗証番号を付与することとしている。

不特定多数の人が利用する駐車施設においては、専任の取扱者が操
作をすること。（Ｐ．41） （マンションのため非該当。）

「無人確認等」の注意事項は、常に利用者が見やすい位置に表示す
ること。（Ｐ．42）

管理会社やメンテナンス業者から提供されたシー
ル等を操作盤付近に貼り付けている。

装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な
状態を維持できるよう、機種、使用頻度等に応じて、１～３ヶ月以
内に１度を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置
を講じること。（Ｐ．43）

製造者から提示された保全計画に従って、メン
テナンス業者に対する委託を行っている。

装置の安全性を阻害する改造等は決して行わないこと。（Ｐ．44） 特に改造は行っていない。

事故等に備えて対処方法を定めておくこと。また、事故等があった
場合には、警察、消防のほか、製造者、メンテナンス業者、設置の
届出を行った都道府県知事等にすみやかに連絡し、記録を残すこと。

（Ｐ．45）

操作盤付近にメンテナンス業者の連絡先を掲
示している。

上記事項を確実に実施するため、管理責任者を選任するとともに、
装置の視認しやすい場所に、管理責任者を明示すること。（Ｐ．46）

管理組合の役員の中から管理責任者を選任し、
操作盤付近に明示している。

（上記事項の）具体的な実施方法等について文書に定め、利用者が
閲覧できるようにすること。上記事項に係る業務をメンテナンス業
者へ委託する場合には、当該業務の実施主体（責任者）、具体的な
実施方法等について契約等において別途定め、明らかにすること。

（Ｐ．47）

本文書と、管理会社やメンテナンス業者との委
託契約書について、利用者が閲覧できるように
している。
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管理者向け自己チェックシート（裏面）	

　機械式立体駐車場での事故を防ぐためには、利用者において適正な利用に努めることも重要
ですが、特に既設の駐車装置の場合は、管理者において安全対策を検討・実施することが極め
て重要です。
　国土交通省では、管理者向けの自己チェックシートを公表していますので、これを活用し、
機械式立体駐車場の安全対策が十分に行われているかどうか、改めて確認しましょう。

※管理者向け自己チェックシートは国土交通省のホームページからダウンロードできます。

参考：管理者向け自己チェックシート




